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告　　　　　示

　○災害救助法による救助の実施……………………………………………………………………（危機管理課）…１

　○被災者生活再建支援法の対象となる自然災害…………………………………………………（　　同　　）…同

 　　　　　　　　　　　　

告　　　　　示
 　　　　　　　　　　　　

山形県告示第685号

　災害救助法（昭和22年法律第118号）第２条の規定により、平成26年台風第８号の接近に伴う平成26年７月９日

の大雨により多数の住家が滅失した次の市の区域内において同日から同法に基づく救助を行うこととした。

　　平成26年７月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

　　　　南陽市

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

山形県告示第686号

　平成26年７月９日、南陽市の区域内において発生した平成26年台風第８号の接近に伴う大雨による災害を被災者

生活再建支援法（平成10年法律第66号）の対象となる自然災害とする。

　　平成26年７月22日

山形県知事　　吉　　　村　　　美　栄　子

平成26年７月22日（火）

（毎週火・金曜日発行）
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